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　令和元年第３回（９月）定例会は、９月４日から
27 日までの会期で開催され、「田辺市会計年度任用
職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につい
て」など、市長からの提出案件 21 件を可決しました。
　また、市長の専決処分事項など 4 件の報告を受け
たほか、「田辺市手話言語条例の制定について」など、
議員提出案件３件を可決しました。
　本定例会では、９月 13 日、17 日、18 日の３日
間にわたり、10 人の議員が一般質問に立ちました。
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9 月 27 日　「田辺市手話言語条例」が全会一致で可決（田辺市議会議場）
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件　　名 議決結果

議案第１号
田辺市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制

定について

原案可決
（全会一致）

議案第２号
地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例の制度について

議案第３号 田辺市職員の給与に関する条例等の一部改正について

議案第４号 田辺市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について

議案第 5 号 田辺市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について

議案第 6 号 田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に
関する基準を定める条例の一部改正について

議案第７号 田辺市土地改良施設条例の一部改正について

議案第８号 田辺市手数料条例の一部改正について

議案第９号 田辺市消防団条例の一部改正について

議案第 10 号
田辺市立幼稚園条例及び田辺市個人番号の利用及び特定個人情

報の提供に関する条例の一部改正について

議案第 11 号 工事請負契約の締結について

議案第 12 号 損害賠償の額の決定及び和解について

議案第 14 号 令和元年度田辺市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１
号）

議案第 15 号 令和元年度田辺市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案第 16 号 田辺市水道事業給水条例の一部改正について

議案第 17 号
田辺市技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事等を定める

条例の一部改正について

議案第 18 号 令和元年度田辺市水道事業会計補正予算（第１号）

議案第 20 号 令和元年度田辺市一般会計補正予算（第６号）

発議第１号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書の提出について

発議第２号 田辺市手話言語条例の制定について

議案第 13 号 令和元年度田辺市一般会計補正予算（第４号）

原案可決
（賛成多数）

議案第 19 号 令和元年度田辺市一般会計補正予算（第５号）

議案第 37 号 建物の取得について

発議第３号 「３定議案第 37 号　建物の取得について」に対する附帯決議

議決結果 令和元年第３回（９月）定例会
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賛否が分かれた
議案

　※議長（安達克典）は議決に加わらないため斜線としています。

紀新会 篤志会 公明党
日本

共産党 誠和会
くまの
クラブ清新会

議案第 37 号 建物の取得
について

発議第３号   議案第 37
号建物の取得について
に対する附帯決議

議案第 13 号 令和元年
度田辺市一般会計補正
予算（第４号）

３

議案第 19 号 令和元年
度田辺市一般会計補正
予算（第 5 号）

「議案第３７号　建物の取得について」に対する附帯決議
　

　３定議案第 37 号　建物の取得については、３月の当初予算成立後、数カ月の経過にもかかわ
らず、購入費に係る当初の債務負担行為限度額を１億 8,231 万円増額しての取得となり、本市に
とっては大きな負担増となるなど、まことに遺憾である。
　また先のオークワ社による建設工事の入札では、特定資材の納期遅延の影響により、工期が当
初の 12 カ月から５カ月延長の 17 カ月と変更され、結果、新庁舎建設にも影響を及ぼす事態と
なった。
　建築資材価格の高騰、特定資材の不足はやむを得ないと認識しながらも、市当局のこれまでの
対応や見通しの甘さは否めない。
　よって、これら増額負担及び工期延長となる結果を受け、本市議会は市当局に対し、新庁舎立
体駐車場建物の取得に当たり、下記事項について十分留意し取り組むことを強く求める。

記

１．「建物区分所有権売買契約」にかかわって、関係官庁の指導、天変地異等の不可抗力による
　　理由以外、増加費用及び工期の延長を認めないこと
２．株式会社オークワと請負業者間で結ばれる「工事請負契約」に、市として積極的に関わること
３．新庁舎立体駐車場建設にかかわって、市として積極的に関わり、必要な情報を把握・分析し、
　　あらゆるリスク回避に全力を尽くすこと
４．工期延長が新庁舎の整備手法に影響を与えないこと

　
『建物の取得について』に対する附帯決議を可決

※附帯決議…可決された議案に対し、事業を執行する上で意見や要望などを表明する決議。

第３回（９月）定例会では、新庁舎立体駐車場建物の取得に対する附帯決議を可決しました。
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木育の取り組みについて
　　　　　　　　　松上京子議員

議  交流・関係人口の増加促進によって地
域経済の活性化を目指す本市においては、
まちぐるみでキャッシュレス化を進め機
運を高めていく必要がある。そのために
は、身近な消費者である市民のキャッシ
ュレス決済への理解が重要。市民への啓
発をはじめとする今後の取り組みを問う。
市  消費者、市民に、より一層関心を持っ
てもらえるよう、広報紙やＨＰで周知を
図るとともに、宣伝素材を活用した各種
イベント等での広報宣伝や統一ＱＲを使
った決済体験等の実施に努めるなど、キ
ャッシュレス化の推進に係る周知啓発に
取り組んでいきたい。

議  近年、登下校時における地域の見守
りの目の減少が全国的な課題となってお
り、田辺市においても同様である。その
対策として費用対効果の高い、
①ＩＣタグを活用した防犯対策
②ドライブレコーダーによる見守り活動
を提案するが、当局の見解は。
市  ①文部科学省からも事例紹介されて
おり、効果や費用等を調べ、学校の意向
も確認した上で今後検討していく。
②動く防犯カメラとして多くの見守りの
目を得られるメリットは大きいが、映像
データを扱う点での課題もある。関係機
関と連携し、調査・研究していきたい。

一 般 質 問

議  明治 25 年 12 月那智勝浦沖において、
県下 16 漁村 749 名の漁師がサンマ漁を
操業し帰港していたところ、突然の暴風

（アナセ）に遭遇し、229 名が死亡・行
方不明となった一方、同数の 229 名は八
丈島等に漂着し、八丈島の方々に 32 日
間お世話になった。生還者のうち現在の
田辺市の漁師は 65 名と那智勝浦町に次
いで多かった。この漁民の海難史上最大
級の事件に関しての本市の認識は。
市  この歴史的な出来事により、八丈島
の皆様から受けた「ご恩」を決して忘れ
てはならず、風化させることなく、後世
に伝えていかなければならないと考えて
いる。

議  小さな頃から木に親しみ人を育む木
育が全国的に広がっているが、本市の考
えはどうか。また、雨の日の遊び場とし
て「木のおもちゃ美術館」のような施設
を整備できないか。またその財源として、
森林環境譲与税の活用を検討できない
か。
市  森林・林業、教育、子育てなど幅広
い分野で木育の推進を図りたい。おもち
ゃ美術館に関しては、先進事例などを調
査・研究するとともに、森林環境譲与税
の活用については、現時点で明確に答え
られないが、調査・研究していきたい。

※
編
集
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上
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を
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て
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ま
す
。

明治２５年の「紀州勝浦沖サンマ漁船
遭難事件」について 　    髙田盛行議員

登校時の安全対策について
　　　　　　　　　  浅山誠一議員

キャッシュレス化への認識と今後
の対応について　 　北田健治議員

※    
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ら
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意
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を
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て
い
ま
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議
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議  本市において消防団の位置づけは。
市 本市の防災に必要不可欠な組織である。
議  9 割の消防団員の報酬は国の交付税算
定基礎額より低い。活動と尊い精神に報
いる報酬へと引き上げるべきだ。
市 国の基準額を基に検討する必要がある。
議  津波発生時に団員は自身の安全を確
保の上、車両や資機材の退避を優先する
となっているが、団員の安全確保と防災
力強化のために、津波想定浸水域内の分
団車庫について、立地環境によっては高
台移転を計画すべきではないか。
市 団員や地元の意見を聴取して移転を含
めた検討を進めたい。
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議  扇ヶ浜海水浴場の利用客数の低迷を
改 善するため、 海 水 浴 期 間 の 駐 車 料 金
を 無 料 にできないか。また 名 称 を 扇 ヶ
浜 フ ァ ミ リ ー ビ ー チ に変 更し、子育て
世代が経済的かつ安全で安心して泳げ
る海水浴場として PR してはどうか。
市  駐車料金を無料化した場合、海水浴
目的以外の長時間駐車が増え、海水浴
客が駐車できなくなることが懸念され
る。また、海水 浴期間中の駐車料金収
入 は 年 間 収 入 の 約 ３ 割 を 占 め て お り、
駐車料金無料化は現在のところ難しい。
名称変更については、現在、武道館建
設や海岸整備事業が進行中であり、完
成後における全体像や今後の利活用の
状況に応じて検討したい。

扇ヶ浜海水浴場の利用促進につい
て　　　　　　　　中本賢治議員

大規模災害における消防団の機能
強化について　　　前田佳世議員

※
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議  巨大地震・津波の被害想定では、全半
壊建物が３万棟、発災１ヶ月後の避難所
生活者数が１万 3,000 人と予想されている
が、仮設住宅はどれぐらい必要と考えるか。
市 国 土 交 通 省 基 準 の 試 算 で は、6,700
戸必要である。
議  市の仮設住宅建設候補地は 11 ヶ所、
742 戸 し か 無 い。候補地以外に建 てる
土地はあるのか。
市 候補地だけでは十分でないと認識し
ており、廃校の敷地など調査を進める。
議  必要な数の仮設住宅を建てる土地が
無 い の で あ れ ば、 復 旧・ 復 興 に 備 え て
防災公園の造成が必要ではないか。
市 防災公園造成など研究を進めたい。

 震災後の復旧・復興計画、仮設住宅
建設について　　　　久保浩二議員

孤立集落対策及び熊野古道の交通
安全対策について　 塚　寿雄議員

議  行き止まり集落の対策として、仮称防
災道路を過疎対策事業債の対象事業とな
るよう国への要望ができないか。
市  議会と共に「過疎対策自立支援促進特
別措置法」の延長はもとより、災害時の
集落孤立防止に向け取り組んでいきたい。
議  大日山トンネルから熊野川上流 600 ｍ
の間に歩道を整備するとともに、本来の
熊野古道を活用すべき。
市  地域の皆さんと連携し、歩道の整備を
県に要望していく。大日山の治山工事が
終了しているので、地籍調査完了後、観
光客を本来の熊野古道に誘導するよう整
備を行う。

一 般 質 問
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議  昨年、契約期間中に資金繰りの悪化等
を理由に合意解除した指定管理法人の事
例があるが、指定管理団体や法人の管理
体制は。
市  「指定管理者制度導入に関する指針」
に基づくモニタリング等により業務履
行状況の把握に努めている。本事例で
は、受託法人の全体把握にも努め、施
設運営上の指導や協議を行ってきた。
議  事例の法人の平成 28 年度事業報告で
は、本体事業を含め特異な会計処理が行
われていた。このような事案を見過ごす
ことのないよう、連結決算を含む法人全
体の財政状況にも監視の目を広げるべき
である。

議  学校で性的少数者（セクシュアルマイ
ノリティ）について教えているか。
市  小学校では、道徳の授業で広い意味
での一人一人の違いを認める学習を行っ
ている。中学校では、個々の違いを認め
合う指導をしており、ＬＧＢＴ等の説明
をし、性の多様性を学習している学校も
ある。
議 全国的な調査から推計すると市内の小
中学生のうち 250 人から 400 人は、性
に対して何らかの違和感を持っているこ
とになる。この子らへのメッセージとし
て、また周囲の理解の促進のためにも積
極的な指導と教育が急務である。

※
編
集
の
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針
上
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と
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っ
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文
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を
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っ
て
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ま
す
。

性的少数者（セクシュアルマイノ
リティ）への対応について　　　
　　　　　　　　　川﨑五一議員

指定管理者制度について　 　　　              
　　　　　　　　　市橋宗行議員 ※    

は
議
員
か
ら
の
質
問
・
意
見
、　  

は
市
当
局
の
答
弁
を
表
し
て
い
ま
す
。

市

議

新たな過疎対策法の制定に関する意見書

　過疎対策については、昭和 45 年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、４次にわた
る特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環
境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
　しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置によ
る森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深
刻な状況に直面している。
　過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの
地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやし
の場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。
　過疎地域が果たしているこのような多面的・公共的機能は国民共有の財産であり、それ
は過疎地域の住民によって支えられてきたものである。
　現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和３年３月末をもって失効することとなる
が、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続
き、過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えてい
く政策を確立・推進することが重要である。
　過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安全・安心に暮らせる地域として健全に維
持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安全・安心な生活に寄与するもので
あることから、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが必要である。
　よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。

第３回（９月）定例会では、次の意見書を可決し、市議会の意思として、国や関係機関に提出しました。

　
新たな過疎対策法の制定に関する意見書を可決

一 般 質 問
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　『田辺市手話言語条例』を制定

【条例の骨格】

■目的
　手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及びその普及に関して基本理念を定
め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話の普及に関する施策
を推進するため基本的事項を定めることにより、全ての市民が心豊かに共生することができる
地域社会の実現に資することを目的とする。

■基本理念
　手話を必要とする人が心豊かな日常生活又は社会生活を営むため、大切に受け継いできた独
自の言語体系を有する文化的所産であることを理解しなければならない。
　手話の普及は、手話を必要とする人の意思疎通を行う権利を尊重し、手話を必要とする人と
手話を必要とする人以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することを基本
に行わなければならない。

■市の責務に関する事項
　市は、基本理念にのっとり、手話に対する理解及びその普及を図り、手話を必要とする人が
手話を使用しやすい環境を整備するため、必要な施策を推進するものとする。　

■市民の役割に関する事項
　市民は、基本理念にのっとり、手話に対する理解を深めるとともに、手話に関する市の施策
に協力するよう努めるものとする。

■事業者の役割に関する事項
　事業者は、基本理念にのっとり、手話を必要とする人にサービスを提供するとき、又は手話
を必要とする人を雇用するときは、手話の使用に配慮するよう努めるものとする。

■観光旅行者等へのサービスの提供に関する事項
　市、市民及び事業者は、世界文化遺産及び世界農業遺産を有するまちであることへの誇りと、
もてなしの心を持ち、観光旅行者その他の滞在者における手話を必要とする人が利用しやすい
サービスを提供するよう努めるものとする。

■施策の推進に関する事項
　市は、次に掲げる事項に係る施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
　(1) 手話に対する理解及び手話の普及に関すること。
　(2) 手話により情報を取得する機会の拡大に関すること。
　(3) 手話による意思疎通の支援の拡充に関すること。
　(4) 手話奉仕員の養成に関すること。
　(5) 学校教育の場において、児童及び生徒が手話に接する機会の提供その他の手話に親しむた
　　  めの取組に関すること。
　(6) その他市長が必要と認める事項

■施行日　令和２年４月１日

　手話が言語であるとの認識に基づき施策を推進し、手話を必要とする全ての人が広く社
会参加する機会を得て、心豊かに暮らせるまちづくりに資するため、第３回（９月）定例
会では、議員提案による「田辺市手話言語条例」が全会一致で可決、成立しました。
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市議会本会議の会議録や録画映像は
インターネットからご覧いただけます

田辺市ホームページを検索

田辺市議会をクリック

次のご覧になりたい項目をクリック

会議録検索　　　議会録画配信

閲覧・検索　　　　録画映像　

ご覧になりたい本会議開催日等を選択

 田辺市ホームページ
http://www.city.tanabe.lg.jp/

 田辺市議会ホームページ
http://www.city.tanabe.lg.jp/gikai/index.html
※表紙の QR コードからもアクセスできます。

 会議録検索ページ
http://www.kensakusystem.jp/tanabe/index.html

 議会録画配信ページ
http://www.kensakusystem.jp/tanabe-vod/index.html
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次回の「市議会だより」

２月号
（第４回（12月）定例会の報告）

　議会日程の詳細や市議会だよりの内
容等について、ご意見・ご質問等があ
りましたら、下記までご連絡ください。
　ホームページでは、議会の情報や本
会議会議録、録画映像をご覧いただけ
るほか、声の議会だよりもご利用いた
だけます。

【連絡先】
田辺市議会事務局
〒 646-8545
田辺市新屋敷町１番地
TEL  0739-26-9940（直通）
FAX  0739-25-5579　　　
E-mail:gikai@city.tanabe.lg.jp
http://www.city.tanabe.lg.jp/gikai/  

令和元年第４回（12 月）定例会の会期日程（予定）
　第４回（12 月）定例会の会期日程（案）をお知らせします。
　なお、日程は諸事情により変更される場合があります。恐
れ入りますが、傍聴をご希望の場合は、議会事務局まで日時
をお問い合わせください。

※本会議の開会予定時刻は、11 月 28 日及び 12 月 20 日が
午後１時、それ以外は午前 10 時です。

　
　
　

編 

集 

後 

記

 月          日 会議の内容
 11  28 本会議 1 日目（関係議案の提案説明）

12

9 本会議 2 日目（一般質問）

10 本会議 3 日目（一般質問）

11
本会議 4 日目（一般質問、議案に対する質疑
及び委員会付託）

12 常任委員会（関係議案審査）

13 常任委員会（関係議案審査）

20
本会議 5 日目（関係議案に係る委員長報告、議
案審議）

議 会 日 誌
【５日】新庁舎整備及びまちづくり等特別委員会
【20 日】 文教厚生委員会
【26 日】新庁舎整備及びまちづくり等特別委員会
【29 日】議会運営委員会
【３日】  新庁舎整備及びまちづくり等特別委員会
【４日】本会議（１日目）、議会運営委員会、総務

企画委員会
【９日】  総務企画委員会
【13 日】本会議（２日目）、議会運営委員会、総

務企画委員会
【17 日】本会議（３日目）、議会運営委員会、新

庁舎整備及びまちづくり等特別委員会
【18 日】本会議（４日目）
【19 日】文教厚生委員会、産業建設委員会
【20 日】総務企画委員会、新庁舎整備及びまちづ

くり等特別委員会
【27 日】本会議（５日目）、議会運営委員会、

各常任委員会、新庁舎整備及びまちづくり等特別
委員会

【７日】広報委員会
【８日、９日】文教厚生委員会
【10 日、11 日】産業建設委員会
【15 日、16 日】総務企画委員会
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